
 第
一
章 
総 

 

則 

 
 

第
一
条 
本
会
は
、
京
都
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
女
子 

 
 
 
 
 
 

大
学
同
窓
会
と
称
す
る
。 

 
 

第
二
条 

本
会
の
本
部
を
京
都
市
左
京
区
下
鴨 

 
 
 
 
 
 

南
野
々
神
町
１
番
地
京
都
ノ
ー
ト
ル 

 
 
 
 
 
 

ダ
ム
女
子
大
学
に
置
く
。
事
務
局
を 

 
 
 
 
 
 

同
じ
く
京
都
市
左
京
区
下
鴨
南
野
々 

 
 
 
 
 
 

神
町
１
番
地
京
都
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
女 

 
 
 
 
 
 

子
大
学
内
マ
リ
ア
ン
ハ
ウ
ス
（
同
窓 

 
 
 
 
 
 

会
館
）
に
置
く
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第
三
条 

本
会
は
、
役
員
会
の
承
認
を
得
て
支 

 
 
 
 
 
 

部
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
四
条 

本
会
の
会
員
は
、
京
都
ノ
ー
ト
ル
ダ 

 
 
 
 
 
 

ム
女
子
大
学
及
び
同
大
学
院
卒
業
生 

 
 
 
 
 
 

と
す
る
。
た
だ
し
、
大
学
も
し
く
は 

 
 
 
 
 
 

大
学
院
中
退
者
で
入
会
を
希
望
す
る 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

者
は
、
役
員
会
の
承
認
を
得
て
会
員 

 
 
 
 
 
 

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
五
条 

会
費
は
終
身
会
費
制
と
し
、
会
員
は 

 
 
 
 
 
 

会
費
を
大
学
も
し
く
は
大
学
院
卒
業 

時
（
大
学
・
大
学
院
中
退
者
会
員
は 

入
会
時
）
に
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
章 

目
的
及
び
事
業 

 

第
一
条 

本
会
は
、
会
員
相
互
の
知
徳
の
向
上 

 
 
 
 
 

と
親
睦
を
図
り
、
母
校
の
発
展
に
貢 

 
 
 
 
 

献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

第
二
条 

本
会
は
、
前
項
の
目
的
達
成
の
た
め
、 

 
 
 
 
 

次
の
事
業
を
行
う
。 

 
 
 
 
 

一 

総
会
の
開
催 

 
 
 
 
 

二 

会
報
の
発
行 

 
 
 
 
 

三 

奨
学
金
の
給
付 

 
 
 
 
 

四 

そ
の
他
必
要
な
活
動 

  
第
三
章 

役 

員 

等 

 

第
一
条 

本
会
は
、
総
会
の
承
認
を
得
て
名
誉 

 
 
 
 
 

顧
問
及
び
顧
問
を
置
く
こ
と
が
で
き 

る
。 

 

第
二
条 

名
誉
顧
問
は
、
京
都
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム 

 
 
 
 
 

女
子
大
学
長
に
委
嘱
す
る
。 

 

第
三
条 

顧
問
は
、
名
誉
顧
問
並
び
に
役
員
が 

 
 
 
 
 

推
挙
し
た
者
に
委
嘱
す
る
。 

 

第
四
条 

名
誉
顧
問
及
び
顧
問
は
、
重
要
会
務 

 
 
 
 
 

に
関
し
て
助
言
す
る
。 

 

第
五
条 

本
会
に
次
の
本
部
役
員
及
び
準
役
員

を
置
く
。 

 
 

本
部
役
員 

 
 
 

一 

会 
 

長 
 
 

１
名 

 
 
 
 
 

二 

副

会

長 
 
 

２
名 

 
 
 
 
 

三 

書

 

記 
 
 

２
名 

 
 
 
 
 

四 

広 
 

報 
 

 

２
名 

 
 
 
 
 

五 

会

 

計 
 
 

２
名 

 
 
 
 
 

六 

会
計
監
査 

 
 

１
名 

 
 

準
役
員 

 
 
 
 
 

一 

マ
リ
ア
ン
ス
タ
ッ
フ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人
数
は
定
め
な
い 

 

第
六
条 

本
部
役
員
及
び
準
役
員
は
、
本
大
学

も
し
く
は
大
学
院
卒
業
会
員
の
中
か

ら
選
出
し
、
本
部
役
員
は
、
総
会
の

承
認
を
得
て
就
任
す
る
も
の
と
す

る
。 

 

第
七
条 

会
長
は
、
会
員
の
推
挙
し
た
者
の
中 

 
 
 
 
 

か
ら
、
役
員
会
に
お
い
て
選
出
す
る
。 

 

第
八
条 

副
会
長
、
書
記
、
広
報
、
会
計
、
会 

 
 
 
 

計
監
査
、
マ
リ
ア
ン
ス
タ
ッ
フ
は
、

会
長
が
指
名
す
る
。 

 

第
九
条 

本
部
役
員
の
任
期
は
２
年
と
し
、
再 

 
 
 
 

任
は
妨
げ
な
い
。
準
役
員
マ
リ
ア
ン

ス
タ
ッ
フ
の
任
期
は
随
意
と
す
る
。 

 
 

 

第
十
条 

本
部
役
員
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
は 

 
 
 
 
 

補
充
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、 

任
期
は
前
任
者
の
残
余
期
間
と
す
る
。 

 

第
十
一
条 

役
員
及
び
準
役
員
の
任
務
は
、 

次
の
通
り
と
す
る
。 

 
 
 
 
 

一 

会
長
は
、
本
会
を
代
表
し
会
務 

 
 
 
 
 
 
 

を
統
括
す
る
。 

 
 
 
 
 

二 

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
必 

 
 
 
 
 
 
 

要
に
応
じ
会
長
の
職
務
を
代
行 

す
る
。 

 
 
 
 
 

三 

書
記
は
、
総
会
及
び
役
員
会
等 

 
 
 
 
 
 
 

の
議
事
を
記
録
し
保
存
す
る
。 

 
 
 
 
 

四 

広
報
は
、
広
報
全
般
を
担
当
す
る
。 

 
 
 
 
 

五 

会
計
は
、
基
金
保
管
及
び
会
費 

 
 
 
 
 
 
 

徴
収
等
を
担
当
し
総
会
で
会
計 

報
告
を
行
な
う
。 

 
 
 
 
 

六 

会
計
監
査
は
、
経
理
事
項
を
監 

 
 
 
 
 
 
 

査
し
総
会
に
報
告
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

七 
 

マ
リ
ア
ン
ス
タ
ッ
フ
は
、
マ
リ
ア 

ウ
ス
の
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
・
運
営 

す
る
。 

 
 
 
 
 

 

第
四
章 

総
会
及
び
役
員
会 

 

第
一
条 

総
会
は
、
毎
年
１
回
６
月
に
会
長
が 

召
集
し
開
催
す
る
。 

 
 

第
二
条 

会
務
の
主
要
事
項
等
に
つ
い
て
、
総 

 
 
 
 
 
 

会
に
て
報
告
し
、
承
認
を
得
な
け
れ 

 
 
 
 
 
 

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要 

 
 
 
 
 
 

す
る
場
合
は
、
歴
代
会
長
会
に
て
報 

 
 
 
 
 
 

告
・
承
認
を
可
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

予
算
及
び
決
算
に
つ
い
て
、
監
査
役 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

が
役
員
会
に
報
告
し
、
承
認
を
得
た 

 
 

 
 
 
 
 
 

後
、
会
報
及
び
総
会
で
報
告
し
な
け 

 
 
 
 
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
三
条 

役
員
会
は
、
本
部
役
員
で
組
織
し
、

必
要
に
応
じ
て
、
顧
問
・
準
役
員
を

招
集
す
る
。 

 

第
四
条 

役
員
会
は
、
必
要
に
応
じ
て
会
長
が 

 
 
 
 
 

召
集
し
て
開
催
し
、
本
会
の
運
営
に 

係
わ
る
諸
問
題
を
協
議
す
る
。 

 

第
五
条 

総
会
及
び
役
員
会
に
お
け
る
承
認
事 

 
 
 
 
 

項
の
決
議
は
、
別
に
定
め
の
あ
る
場 

 
 
 
 
 

合
を
除
き
多
数
決
に
よ
る
も
の
と
す 

 
 
 
 
 

る
。 

  
 

 

第
３
章 

役 

員 

等 

 

第
１
条 

本
会
は
、
総
会
の
承
認
を
得
て
名
誉 

 
 
 
 
 

顧
問
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
２
条 

名
誉
顧
問
は
、
京
都
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム 

 
 
 
 
 

女
子
大
学
長
に
委
嘱
す
る
。 

 

第
３
条 

顧
問
は
、
名
誉
顧
問
並
び
に
役
員
が 

 
 
 
 
 

推
挙
し
た
者
に
委
嘱
す
る
。 

 

第
４
条 

名
誉
顧
問
及
び
顧
問
は
、
重
要
会
務 

 
 
 
 
 

に
関
し
て
助
言
す
る
。 

第
五
章 

会
則
の
改
正 

 

第
一
条 

本
会
則
の
改
正
は
、
役
員
会
の
了
承 

 
 

を
得
て
総
会
に
諮
り
、
会
員
の
３
分 

 
 
 
 

２
以
上
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
。 

第
六
章 

雑 
 
 

則 

 

第
一
条 

本
会
の
運
営
に
必
要
あ
る
と
き
は
、 

役
員
会
で
細
目
を
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 

第
二
条 

支
部
及
び
マ
リ
ア
ン
ハ
ウ
ス
に
関
す

る
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。 

  
 
 
 

附 
 
 

則 

 
 
 
 
 

・
こ
の
会
則
は
、
二
〇
二
四
年
五
月 

二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 

・
第
四
章 

第
一
条
及
び
第
二
条
を
、 

二
〇
二
五
年
五
月
二
十
五
日
総
会
に 

て
改
訂
し
、
同
日
よ
り
施
行
す
る
。 

 
 
 
 
 

・
本
会
は
一
九
六
五
年
六
月
二
十
七 

 
 
 
 
 

日
を
も
っ
て
創
立
さ
れ
た
。 

    

 


